
給付金対象外（対象施設での勤務なし）

給付金対象外（対象施設での勤務あり）

給付金対象

１ 対象施設での勤務を継続される方（勤務中の方）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 判定 対象月

① 前年6/1から雇用 〇 4-9月

1年目単価 2年目単価

②
前年6/10から
雇用 〇 4-9月

1年目単価 2年目単価

③ 6/30で雇用満5年 〇 4-6月

5年目単価

④
有期雇用契約を
更新 〇 4-9月

1年目単価 2年目単価

　【勤務内容の変更が生じた方】

（雇用契約を新たに結び直す方は「⑩」へ）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 判定 対象月

短時間 常　勤

⑤
前年7/1から雇用
【短時間→常勤】 〇 5-9月

1年目単価 2年目単価

⑥
前年7/1から雇用
【常勤→短時間】 ×

短時間 常　勤

⑦ 〇 4-5月
7-9月

1年目単価 2年目単価

保育士サポート給付金 　

事例別の解説 （期間・単価など）

【当初の雇用】
前年7/1から 契約更新

勤務内容の変更

短時間

常　勤

前年7/1から雇用
【常勤→短時間
　→常勤】

常　勤

勤務内容の変更

勤務内容の変更

5,000円 5,000円

20,000円25,000円 25,000円 25,000円 20,000円 20,000円

雇用開始が月途中のため、

翌月（7月）から雇用期間を起算します

雇用から5年間のみ対象です

5,000円

20,000円25,000円 25,000円 25,000円 20,000円 20,000円

契約更新後も、当初の雇用契約が継続するものとみな

します（無期転換ルールに伴う更新時も含みます）

20,000円 20,000円 20,000円25,000円25,000円

申請基準日（10/1）時点で短時間勤務の方は、

常勤期間の勤務実績にかかわらず対象外です

20,000円25,000円 25,000円 20,000円 20,000円 20,000円

申請基準日（10/1）時点で常勤であるため、常勤期間のみ

対象です（短時間契約の期間も雇用期間に含みます）

25,000円 25,000円 20,000円 20,000円 20,000円

参考

雇用契約は継続されているため、当初の雇用開始日から雇用

期間を起算します （短時間契約の期間も雇用期間に含みます）
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２ 対象施設で勤務を開始される方（雇用契約を新たに結び直す方）

※前職のある方で、職歴として令和5年2月以降に市内施設などでの勤務経験（※）がある場合は対象外

4月 5月 6月 7月 8月 9月 判定 対象月

⑧ 4/1から雇用 〇 4-9月

雇用　 
1年目単価

⑨ 6/10から雇用 〇 7-9月

1年目単価

短時間 常　勤

⑩
5/1に雇用契約を
新たに結び直す 〇 5-9月

1年目単価

⑪
4/1に他市施設
から異動（着任） 〇 4-9月

1年目単価 2年目単価

⑫
6/10に他市施設
から異動（着任） 〇 7-9月

異動(着任) 2年目単価

３ 対象施設での勤務を終了される方

4月 5月 6月 7月 8月 9月 判定 対象月

⑬
10/1付異動
（他市施設へ） ×

異動(離任)

⑭ 9/30付退職 ×
退職

雇用

【当初の雇用】
前年7/1から

【当初の雇用】
前年7/1から

新たな雇用契約の締結

（※）常勤（1日6時間以上かつ月20日以上）の保育士等として（直接雇用）

【短時間→常勤】

25,000円25,000円 25,000円 25,000円 25,000円 25,000円

20,000円25,000円 25,000円 20,000円 20,000円

雇用年数に応じた単価を適用します

現施設での勤務は、

辞令発令日の前日で終了したものとみなします
申請基準日（10/1）時点で在籍していない方は、

常勤期間の勤務実績にかかわらず対象外です

20,000円 20,000円

異動（着任）

20,000円25,000円 25,000円 25,000円 20,000円 20,000円

着任が月途中のため、翌月(７月)以降が対象です

25,000円 25,000円 25,000円

雇用開始が月途中のため、

翌月（7月）から雇用期間を起算します

20,000円

25,000円 25,000円 25,000円25,000円25,000円

短時間から常勤に変更した際に新たな雇用契約が締結されてい

るため、雇用契約を結び直した時点（5/1)から雇用期間を起算

します（常勤の範囲内での勤務時間の変更は含みません）
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４ 対象施設間で異動される方

4月 5月 6月 7月 8月 9月 判定 対象月

⑮ 7/1付異動 〇 4-9月

1年目単価 2年目単価

対 象 施 設 対象外施設 対 象 施 設

⑯
6/10付離任・7/10
付着任 〇 4-5月

8-9月

　　1年目単価 異動(離任) 異動（着任) 　　2年目単価

５ 産休・育休等を取得される方・休職される方

4月 5月 6月 7月 8月 9月 判定 対象月

⑰
7/20から1年間
休業・休暇・休職 〇 4-7月

　　1年目単価 　2年目単価

［翌年］

4月 5月 6月 7月 8月 9月 判定 対象月

〇 8-9月

　　2年目単価（×3年目）復職

【当初の雇用】
前年7/1から 開始

【当初の雇用】
前年7/1から

【当初の雇用】
前年7/1から 異動

20,000円25,000円 25,000円 25,000円 20,000円 20,000円

25,000円 25,000円 20,000円 20,000円

辞令発令日の前月までが対象です

勤務施設変更後も継続して対象です

（雇用年数に応じた単価を適用します）

25,000円 25,000円 25,000円

20,000円 20,000円

休業等の開始月も対象です（取得等の期間が半月以下）

復職後は休業・休暇・休職前の雇用期間（給付額単価）を継承し、支給停止期間分は給付を延長します

※翌7月以降は雇用3年目となりますが、支給停止期間（8月-翌7月）を算入せず、復職後も2年目

単価を適用します （※1年＆2か月目として再開）

※（R10年度以降も本制度が継続する場合） 休暇期間を除く雇用5年目まで対象です

20,000円

復職月は対象外です

（取得等の期間が半月を超える）
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